
山陽小野田市告示第６２号 

 

 

行旅病人及行旅死亡人取扱法第９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

 

令和８年４月１３日 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

 

１ 行旅死亡人   不 詳 

（白骨化した状態） 

２ 本 籍   不 詳 

３ 住所又は居所   不 詳 

４ 発 見 日 時   令和８年３月２７日１５時ごろ 

５ 発 見 場 所   山陽小野田市大字小野田１１３３７－５山中 

６ 死亡の年月日   不 詳 

７ 死亡の原因   不 詳 

８ 慰留金品等   な し 

９ 備 考   本市において遺骨は保管しています。心当たりの方は

福祉部社会福祉課まで申し出てください。 


